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第１章 はじめに
１－１ 公園の役割と効果 
 公園※は、色鮮やかな花や豊かな緑の空間の確保、市民がゆったりとした時間を過ごしたり、体を動
かしたりできる場を提供するなど、都市の住環境形成に必要不可欠な施設です。 
 公園の立地により生まれる効果は多様であり、適切な公園の配置、整備、維持管理等を実施すること
で、さらに公園の持つ効果が高まります。 
※ 公園：都市公園法における「都市公園」 

＜公園が持つ効果＞ 

・防災性向上効果  

・環境維持・改善効果 

防災性向上効果、環境維持・改善効果、健康・レクリエーション空間提供効果、景観形成効果、

文化伝承効果、子育て、教育効果、コミュニティ形成効果、観光振興効果、経済活性化効果
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・健康・レクリエーション空間提供効果 

・景観形成効果 

・文化伝承効果 
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・子育て、教育効果 

・コミュニティ形成効果 

・観光振興効果 



4

・経済活性化効果 

※国土交通省「都市公園のストック効果向上に向けた手引き（平成 28 年 5 月）」引用 

１－２ 現状の整理 
（１）公園の現状と社会情勢の変化 
■恵庭市全体の公園の数や面積は、一定程度充実している。 
令和２年度末時点で、本市の公園数は 154 か所、総面積は 183ha、市民一人当たりの公園面積は 26.11

㎡/人であり、恵庭市都市公園条例で定める公園面積の標準 25 ㎡/人以上を超える状況にある。 

■様々な特色のある公園を整備してきた。 
 野球場などのスポーツ設備を備えつつも、美しい広葉樹林が群生しており、珍しい野鳥も数多く観察
できる「恵庭公園」、中央部に大きな池と水路を有しており、新緑と紅葉の季節には一際美しい光景を見
ることができる「恵み野公園」、花のまち恵庭を身近に感じることのできる「花の拠点公園・漁川河川緑
地」など、様々な特色のある公園・緑地を整備してきました。 

恵み野中央公園                       花の拠点 
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■市民からは公園に対して一定の満足度を得ている一方、施設の老朽化等による魅力の低下に対する意
見も寄せられている。 
 令和元年度に実施した恵庭市民意識調査(まちづくりアンケート)では、問 25．恵庭市のおすすめ内容
として自然・景観、観光スポットの項目で公園が挙げられており、一定の満足度が得られていると思わ
れる回答がある一方、問 49．市政全般についての意見では、公園施設の拡充を望む声が挙げられていま
す。 
また、自由意見においても、「公園が多く緑が感じられる」「こどもたちが遊べる公園が多い」など問

25．の結果につながる意見、「古い遊具を更新してほしい」「古い遊具を更新せずに使用禁止としている
と、こどもたちの公園離れや体力の低下につながるのでは」など、問 49．の結果につながる意見が寄せ
られています。 

令和元年度 恵庭市民意識調査(まちづくりアンケート)抜粋 
問 25．恵庭市のおすすめ内容           問 49．市政全般についての意見 

■少子高齢化の進行や将来的な人口減少社会の到来、それに伴う経営資源の制約、SDGｓ※１の推進な
ど、本市を取り巻く状況は転換期を迎えようとしています。 
 近年、本市においても少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、それに伴う経営資源の制約、SDGｓ
の推進といった社会情勢の変化が生じてきており、公園行政においても様々な課題が生じてきている状
況です。 
※SDGｓ：「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」は平成 27 年の国連サミットで採択された「持続可
能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された、2030 年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための 17 の
ゴール（目標）と 169 のターゲット（取組・手段）で構成される。 
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＜本市の公園の現況＞ 

種類 基本的な位置づけ 
本市の現況 

例 
箇所数

面積計
（ha）

街区公園

主に街区に居住する住民の利用に供することを
目的とする公園で誘致距離 250m の範囲内で１
箇所当たり面積 0.25ha を標準として配置する。

87 23.43 
ことぶき公園 
こぶし公園 
ひまわり公園 

近隣公園

主として近隣に居住する住民の利用に供するこ
とを目的とする公園で近隣住区当たり１箇所を
誘致距離 500m の範囲内で１箇所当たり面積２
ha を標準として配置する。 

9 12.10 
こまば公園 
あさひ公園 
わこう公園 

地区公園

主として徒歩圏内に居住する住民の利用に供す
ることを目的とする公園で誘致距離１km の範
囲内で１箇所当たり面積４haを標準として配置
する。 

2 9.80 
中島公園 
恵庭ふるさと公園

総合公園

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等
総合的な利用に供することを目的とする公園で
都市規模に応じ１箇所当たり面積 10～50ha を
標準として配置する。 

3 84.59 

恵み野中央公園 
恵庭公園 
ルルマップ自然公
園ふれらんど 

特殊公園
風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な
公園で、その目的に則し配置する。 4 8.65 

中恵庭公園 
松鶴公園 
花の拠点 

都市緑地

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、
都市の景観の向上を図るために設けられている
緑地であり、１箇所あたり面積 0.1ha 以上を標
準として配置する。但し、既成市街地等において
良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により
都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を
図るために緑地を設ける場合にあってはその規
模を 0.05ha 以上とする。(都市計画決定を行わ
ずに借地により整備し都市公園として配置する
ものを含む) 

49 44.17 
漁川河川緑地 
恵み野南緑地 
恵み野北緑地 

合 計 154 182.74
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（２）課題 
 公園の整備が進む一方で、近年の社会情勢の変化等によって、本市の公園行政としては、主に以下の
課題を抱えています。 

①公園施設の老朽化が進行 
本市では、令和３年４月１日現在で整備から３０年以上経過した公園が約４割を占め、さらに１

０年後には約６割を占める見込みとなっており、近年は施設の老朽化による破損や復旧に着手でき
ていない施設の使用停止措置なども目立つ状況です。 

令和 3 年 4 月 1 日現在の公園の経過年数 令和 13 年 4 月 1 日現在の公園の経過年数

※再整備を実施した公園は、再整備完了後の経過年数により算出 

平成１４年度から順次、再整備を進めており、令和３年３月末日までに１２の公園で再整備工
事の施工が完了しておりますが、公園施設の老朽化のスピードに再整備が追い付いていないのが
実情です。 

公園の再整備を実施した公園一覧 
年度 公園名 年度 公園名 年度 公園名 

平成 14 年度 あかしや公園 平成 19 年度 しままつ公園 平成 25 年度 つつじ公園 
平成 16 年度 ふくずみ公園 平成 20 年度 むつみ公園 平成 26 年度 いずみ公園 
平成 17 年度 ひがし公園 平成 21 年度 すみよし公園 平成 29 年度 ありあけ公園
平成 18 年度 あおば公園 平成 24 年度 さかえ公園   

また、平成２５年度に恵庭市公園長寿命化計画を策定し、公園施設の点検・修繕・更新に計画
的に取り組んでおりますが、公園内の個々の施設の劣化状態に着目した取り組みであり、公園の
再整備を求める地域住民と考え方に乖離が生まれる場合も発生しております。

さらに、平成１８年に施行されたバリアフリー新法により特定の公園施設に対してバリアフリ
ー化が求められ、平成２６年には国土交通省より遊具に関する最新の安全規準が示され、その適
合が求められています。 

16.2%

12.3%

29.9%

28.6%

13.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

40年以上50年未満

30年以上40年未満

20年以上30年未満

10年以上20年未満

10年未満 0.0%

16.2%

12.3%

29.9%

28.6%

0.0% 20.0% 40.0%

40年以上50年未満

30年以上40年未満

20年以上30年未満

10年以上20年未満

10年未満
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  ②ニーズの変化と機能の重複 
   かつて、「街区公園」は、主に子どもの利用を想定した「児童公園」と呼ばれ、遊具（ブラン

コ、すべり台、砂場等）を中心に画一的な整備が進められてきました。 
   そのため、近接する複数の街区公園において、同じ遊具が設置されているといった機能の重複

が生じています。 
   このような地域では、周囲の大きな公園に利用が集中しがちなことに加え、地域住民の年齢構

成の変化もあり、利用の少ない公園が多く存在していると推測されます。 
すべり台、ブランコを有する公園が半径 250ｍ内に密集してる事例 

             近接する街区公園において同じ機能の遊具が設置されている事例

みかほ公園 あかしや公園
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（３）国の動向 
 本市と同様に、我が国の都市公園事業は、少子高齢化や人口減少等、社会情勢が大きく変化して
いる中で、効率的な整備、老朽化した施設の適切な維持・管理といった様々な課題を抱えています。 
 この状況に対応するため、国土交通省より都市公園に関する指針や今後の方向性についての考え
方が示されています。 
平成２４年には「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」が取りまとめられ、地方公共団体等にお

ける公園施設の長寿命化に関する基本的な考え方や計画策定の手順等が示されました。
この指針（案）では、施設の長寿命化を図るにあたっては、公園施設ごとの機能や管理水準に応

じて、メリハリをつけることが望ましいとされています。 
 また、平成２８年には、都市公園をはじめとする緑とオープンスペース政策の今後のあり方につ
いて示す「新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について」がとりまとめられ
ました。この中で、都市公園の整備に関するものとして、都市公園の配置と機能の再編等による都
市の活性化が重点的な戦略として指摘されています。 
※新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について（新たな時代の都市マネジメントに対応した都市
公園等のあり方検討会最終報告書）平成２８年５月 国土交通省 引用 
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第２章 恵庭市街区公園再整備計画の策定
 第１章のとおり、本市では公園が一定程度充実してきている一方、少子高齢化の進行、人口減少社会
の到来、それらに伴う経営資源の制約など大きな転換期を迎えており、公園については「公園施設の老
朽化の進行」、「ニーズの変化と機能の重複」等の課題が生じています。 

２－１ 計画策定の目的 
 本市が整備・管理する公園は、住区基幹公園である街区公園、近隣公園および地区公園、都市基幹公
園である総合公園および特殊公園、都市緑地の６つに分類されます。 
 恵庭市街区公園再整備計画は、市民の日常生活に最も密着した街区公園に対象を絞り、計画的な公園
の再整備を実現することを目的に策定します。 
 なお、近隣公園、地区公園、総合公園、特殊公園および都市緑地については、近年の都市公園法改正
により、花の拠点周辺の漁川河川緑地や恵庭ふるさと公園で活用が見込まれる公募設置管理制度（P-PFI）
による民間との連携や、都市公園の占用物件として社会福祉施設（保育所、学童クラブ、老人デイサー
ビスセンター、障害者支援施設等）が追加されるなど、街区公園の面積規模では想定することができな
い種々の検討が必要となることを踏まえ、本計画の対象外とします。 

２－２ 計画の位置づけ 
（１）位置づけ 
 本市では「第５期恵庭市総合計画（H２８～R７）」のもと、様々な個別計画を策定しています。本計
画は、「恵庭市緑の基本計画」を上位計画とし、他計画との整合性も図っています。 

（２）計画期間  
 計画期間は令和５年度から令和１４年度までの概ね１０年間とし、中間年である令和９年度に令和１
０年度から令和１４年度までの計画について見直しを行うこととします。 

計画期間概念図 

第５期恵庭市総合計画 

恵庭市緑の基本計画 

恵庭市街区公園 
再整備計画 

恵庭市公園施設 
長寿命化計画

他計画 
・恵庭市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 
・恵庭市ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想 
・恵庭市地域防災計画 

ほか

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

計画
策定

次期計画
検討 

見直し
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（３）対象公園 
 恵庭市建設部が所管する街区公園（８７公園）のうち、下記条件に合致する２０公園を計画の対象と
します。 
■計画の対象とする条件 
 ①令和３年４月１日現在、整備または再整備が完了した日から３０年が経過していること 
   該当する公園数：４８公園 
 【参考】P７（２）課題  ①公園施設（１５４公園）の老朽化が進行 で令和３年４月１日現在、整
備から３０年以上経過した公園が約４割を占めることを示したが、街区公園（８７公園）に絞った整
備から３０年以上経過した公園は約５割を超えており、街区公園の再整備が喫緊の課題であることを
裏付けている。 
令和 3 年 4 月 1 日現在の公園の経過年数 令和 13 年 4 月 1 日現在の公園の経過年数

 ②恵庭市地域防災計画における一時避難所に指定されていること 
   該当する公園数：５７公園  ※恵庭市地域防災計画（令和３年３月）恵庭市防災会議
 ③定期点検結果において劣化判定 Cまたは Dとなった施設の割合が５０％を超えること 

※定期点検で劣化判定 Cまたは Dとなった公園施設の数÷定期点検を実施した公園施設の数×100＝50％以上 
   該当する公園数：５１公園 

※公園長寿命化修繕事業との整合性を図るとともに、公園長寿命化修繕事業と街区公園再整備事業の効率的な事業
推進を考慮 

 ④他事業との連携等が検討されている公園以外の公園であること 
   該当する公園：４公園 

・すみれ公園（緑 町）― 複合施設「えにあす」周辺整備 
       地域主体のまちづくり（エリアマネジメント）の一環として、複合施設「えにあす」を中心に、

隣接する旧まなび館跡地やすみれ公園などの一体的な整備について町内会や商店会など関係者
と検討を進めてきたが、令和４年度協議において、老朽化が進むすみれ公園を先行して再整備す
ることで合意が得られた。 
よって、令和５年度に再整備を実施する。 

・いこい公園（黄金南）－ 北海道が施行中の恵庭栗山線跨線橋整備工事 
※他事業と密接に関連する公園の再整備については、関連事業の事業内容やスケジュールに合わせた事業展開が 
求められることから、本計画に基づく公園再整備事業とは別に検討することとした。 

 ・はるにれ公園（恵み野東）－遊具等の新設整備 
民間宅地造成により整備された公園であるが、公園施設は水飲み台や園名板、ベンチ、外柵石 

のみであり、生活環境改善要望において遊具新設の要望があることから、令和６年度に遊具等の 
新設を含む再整備を実施する。 

 ・西島松１号緑地（島松寿町）－遊具等の新設整備 
民間宅地造成により整備された緑地であるが、公園施設は外柵石のみであり、生活環境改善要 

望において遊具新設の要望があることから、令和６年度に遊具等の新設を含む再整備を実施する。 

0.0%
8.0%

13.8%
23.0%

34.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

40年以上50年未満
30年以上40年未満
20年以上30年未満
10年以上20年未満
10年未満8.0%

13.8%
23.0%

34.5%
20.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

40年以上50年未満
30年以上40年未満
20年以上30年未満
10年以上20年未満
10年未満
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⑤上記①～④の条件にすべて合致する公園は、下記に示す２０公園です。 
対象公園一覧 

公
園
番
号

公園名 面積
(ha) 所在地 経過年数

（年）
一時避難所
指定の有無

公園施設
の劣化率
（％）

備考 

7 もいざり公園 0.42 大町 2 丁目 235 44 有 77.8
9 めぐみ公園 0.16 本町 89 43 有 50.0
14 ときわ公園 0.25 島松本町 2 丁目 331 41 有 80.0 R2 鉄棒更新 
16 くるみ公園 0.25 駒場町 5 丁目 619 40 有 50.0
20 かわぞえ公園 0.27 漁町 393 40 有 66.7 H27 複合系遊具（小）更新 

24 みかほ公園 0.39 柏陽町 1 丁目 22 44 有 80.0 H31(R1) 螺旋のぼり、遊動木更新

29 花の丘公園 0.26 恵み野西 3 丁目 2-15 39 有 75.0 H30 すべり台更新 

30 タイヤの丘公園 0.26 恵み野南 2 丁目 8-10 39 有 83.3 H28 複合系遊具（小）更新 

37 チビッコ公園 0.26 恵み野西 1 丁目 17-13 38 有 85.7
39 わんぱく公園 0.26 恵み野東 6 丁目 10-9 37 有 60.0
41 どんぐり公園 0.24 中島町 6 丁目 9 36 有 66.7

52 やなぎ公園 0.14 福住町 1 丁目 3 35 有 69.2 H27 スプリング遊具更新 
H31(R1) ４人用ブランコ更新 

53 おおぞら公園 0.25 恵み野北 1 丁目 8-15 35 有 60.0
54 ユカンボシ公園 0.25 和光町 4 丁目 526 34 有 88.9
60 なかまち公園 0.15 島松仲町 2 丁目 171-2 33 有 66.7
61 けいほく公園 0.30 幸町 2 丁目 414-28 32 有 100.0
62 いくみ公園 0.54 黄金北 3 丁目 14 32 有 70.0
68 もみじ公園 0.17 恵南 6-49 31 有 100.0
70 けいおう公園 0.33 恵央町 15 の内 30 有 100.0

71 はまなす公園 0.54 島松寿町 2 丁目 32 30 有 75.0 H31(R1) すべり台更新 

※経過年数は、令和３年４月１日現在の経過年数を算定 
※定期点検で劣化判定 C または Dとなった公園施設の数÷定期点検を実施した公園施設の数×100 

対象公園位置図

7  もいざり公園
9  めぐみ公園

14 ときわ公園

16 くるみ公園
20 かわぞえ公園

24 みかほ公園

29 花の丘公園
30 タイヤの丘公園
37 チビッコ公園

39 わんぱく公園

41 どんぐり公園

52 やなぎ公園

53 おおぞら公園

54 ユカンボシ公園

60 なかまち公園

61 けいほく公園

62 いくみ公園

68 もみじ公園

70 けいおう公園

71 はまなす公園
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２－３ 基本的な考え方 
（１）公園施設の老朽化への対応 
 本市の公園は整備から３０年以上経過している施設が約４割を占め、公園施設の老朽化が著しく進行
しています。 
令和２年度末時点で、市民一人当たりの公園面積は 26.11 ㎡/人であり、恵庭市都市公園条例で定め

る公園面積の標準 25 ㎡/人以上を超える状況であることから、公園の「量」は一定程度確保されている
ものの、公園施設の老朽化により公園の「質」は低下傾向にあると言えます。 
そこで今後は、本計画に基づく街区公園の再整備と恵庭市公園施設長寿命化事業の連携により、既存

公園の「質」の向上、言い換えれば「既存ストックの有効活用」に重点を置いた施策を推進していきま
す。 
 具体的には、「すべり台やブランコなどの公園施設数」に対する「定期点検で劣化判定 Cまたは Dと
なった公園施設数」の割合が５０％以上の公園を、本計画において公園の再整備を目指す公園として位
置付けるとともに、同割合が５０％未満の公園については恵庭市公園施設長寿命化事業における公園施
設の更新を推進することとします。 
なお、本計画の後年次（６年目～１０年目）に再整備を計画している公園については、公園施設の老

朽化の進行状況を勘案の上、「①再整備まで公園施設等の延命化を図るのか」、「②老朽化が著しい公園
施設のみを恵庭市公園施設長寿命化事業において更新するのか」を選択することで、できるだけ多くの
地域要望等に応えていくこととします。 

（２）ニーズの変化と機能の重複への対応 
 本市においても、少子高齢化の進展や人口減少社会の到来など社会情勢が大きく変貌するなかで、街
区公園においても主な利用者である地域住民の年齢構成やニーズが変化していくものと予想されます。 
 本計画策定に活用した KDDI Location Analyzer による街区公園誘致距離内の将来人口推計結果にも、
将来的な人口の減少や年齢構成の変化が現れる結果となりました。 
 このことから、街区公園の再整備にあたっては、実際に街区公園を利用する地域住民の意見や要望を
的確に把握するとともに、将来的な社会情勢の変貌などを見据えた近隣公園との機能重複なども考慮す
る必要があります。 
地域住民の意見や要望の把握については、実施設計の段階で地域住民の参加によるワークショップ形

式の意見交換実施を基本とし、地域が求める公園再整備を実現するとともに、限られた投資（再整備）
を効果的に投入できるような配慮が求められます。 
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２－４ 優先順位の考え方 
２－２ 計画の位置づけ（３）対象公園に示す再整備を計画する公園の優先順位は、下記の 8 指標に

基づき各公園の評価ランクおよび評価点を算定し、評価点が高い公園から順次再整備を進めます。 

（１）公園供用開始からの経過年数（１０点） 
（２）劣化した遊具の割合（２０点） 
（３）公園利用者数（１０点） 
（４）公園誘致距離内（半径 250m 圏内）の将来人口（１０点） 
（５）一時避難所としての避難者数（１０点） 
（６）公園周辺の状況 
１）近隣の社会福祉施設までの距離（１０点） 

※「社会福祉施設」とは、都市公園法施行令第１２条第３項各号に示す社会福祉施設とします。 
２）近隣の都市公園までの距離（１０点） 

※「近隣の都市公園」とは、恵庭市が維持管理する都市公園法に基づく公園とします。 
（７）生活環境改善要望における地域要望（２０点） 

２－５ 各公園の評価ランクおよび評価点 
２－４に示す８指標により各公園を評価した結果を下記に示します。 

評価結果一覧 

（１）公園供用開始からの経過年数（１０点） 
令和３年４月１日現在の各公園の経過年数により評価ランク、評価点を算出します。  
※再整備実施済みの公園については、再整備後の経過年数により評価ランク、評価点を算出します。 

評価指標 
経 過 年 数 33 年未満 33 年以上 36 年未満 36 年以上 39 年未満 39 年以上 42 年未満 42 年以上 
評 価 ラ ン ク Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
評 価 点 ２ ４ ６ ８ １０ 

経過年数一覧 
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（２）劣化した遊具の割合（２０点） 
令和２年に実施した公園遊具点検結果より、各公園の施設数に対する D 判定の施設数の割合から評

価ランク、評価点を算出します。 ※D判定の施設数÷施設数＝D判定の割合 
評価指標 

D 判定の割合 20％未満 20％以上 40％未満 40％以上 60％未満 60％以上 80％未満 80％以上 
評 価 ラ ン ク Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
評 価 点 ４ ８ １２ １６ ２０ 

劣化した遊具の割合 集計表 
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（３）公園利用者数（１０点） 
KDDI Location Analyzer を活用し、令和２年 4 月１日から令和３年３月３１日までの１年間の公園

利用者数を推計し、推計値を公園の面積で除した値により評価ランク、評価点を算出します。 
※公園利用者数の推計値÷公園面積＝単位面積当たりの公園利用者数の推計値 
※「KDDI Location Analyzer（略称：KLA）」は、au スマートフォンユーザーの位置情報ビッグデータと属性 3（性別・ 
年齢層）情報を活用し、企業・社会課題の解決を支援する分析ツール 

評価指標 
単位面積あたり
の 利 用 者 数

2未満 2 以上 3 未満 3 以上 4 未満 4 以上 5 未満 5 以上 

評 価 ラ ン ク Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
評 価 点 ２ ４ ６ ８ １０ 

公園利用者数の推計値集計表 

（４）公園誘致距離内の将来人口（１０点） 
KDDI Location Analyzer を活用し、街区公園の誘致距離である半径２５０ｍの範囲内の将来（２０３

５年）の人口を推計し、推計値を公園の面積で除した値により評価ランク、評価点を算出します。 
※公園誘致距離内の将来人口の推計値÷公園面積＝単位面積当たりの公園誘致距離内の将来人口の推計値 

評価指標 
単位面積あたり
の 将 来 人 口

0.2 未満 0.2 以上 0.3 未満 0.3 以上 0.4 未満 0.4 以上 0.5 未満 0.5 以上 

評 価 ラ ン ク Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
評 価 点 ２ ４ ６ ８ １０ 
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公園誘致距離内の将来人口の推計値 集計表 

（５）一時避難所としての避難者数（１０点） 
恵庭市地域防災計画（令和３年３月）における各公園の一時避難所としての避難者数より評価ランク、

評価点を算出します。 
評価指標 

避 難 者 数 600 未満 600 以上 800 未満 800 以上 1,000 未満 1,000 以上 1200 未満 1,200 以上 
評 価 ラ ン ク Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
評 価 点 ２ ４ ６ ８ １０ 

一時避難所としての避難者数 集計表 
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（６）公園周辺の状況 
 １）近隣の社会福祉施設までの距離（１０点） 
公園の利用が想定される近隣の社会福祉施設までの距離により評価ランク、評価点を算出します。 

※「社会福祉施設」とは、都市公園法施行令第１２条第３項各号に示す社会福祉施設とします。 
第十二条 法第五条の二第二項第六号の政令で定める物件又は施設は、次に掲げるものとする。 
（略） 
３ 法第七条第二項の政令で定める社会福祉施設は、次に掲げるものとする。 
一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業（同条第五項
に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第六項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。）、同法第六
条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第七項に規定する一時預かり事業又は同条第十項に規定する
小規模保育事業の用に供する施設及び同法第三十九条第一項に規定する保育所 
二 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第四条の二第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業の
用に供する施設及び同法第三十一条に規定する身体障害者福祉センター 
三 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター及び同法第
二十条の七に規定する老人福祉センター 
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第一項に規
定する障害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規
定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）の用に供する施設及び同条第二十
七項に規定する地域活動支援センター 
五 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第
七項に規定する幼保連携型認定こども園 
（略） 

評価指標 
社会福祉施設ま
で の 距 離

125m 未満 
125m 以上 
250m 未満 

250m 以上 
375m 未満 

375m 以上 
500m 未満 

500m 以上 

評 価 ラ ン ク Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 
評 価 点 １０ ８ ６ ４ ２ 

近隣の社会福祉施設までの距離 集計表 
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 ２）近隣の都市公園までの距離（１０点） 
公園利用者の重複が想定される近隣の都市公園までの距離により評価ランク、評価点を算出します。 

※「近隣の都市公園」とは、恵庭市が維持管理する都市公園法に基づく公園とします。
評価指標 

都市公園までの
距 離

150m 未満 
150m 以上 
200m 未満 

200m 以上 
250m 未満 

250m 以上 
300m 未満 

300m 以上 

評 価 ラ ン ク Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
評 価 点 ２ ４ ６ ８ １０ 

近隣の都市公園までの距離 集計表 

【参考】公園周辺の状況 
公園番号７：もいざり公園 
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公園番号９：めぐみ公園 

公園番号１４：ときわ公園 
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公園番号１６：くるみ公園 

公園番号２０：かわぞえ公園 
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公園番号２４：みかほ公園 

公園番号２９：花の丘公園 
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公園番号３０：タイヤの丘公園 

公園番号３７：チビッコ公園 
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公園番号３９：わんぱく公園 

公園番号４１：どんぐり公園 
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公園番号５２：やなぎ公園 

公園番号５３：おおぞら公園 
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公園番号５４：ユカンボシ公園 

公園番号６０：なかまち公園 
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公園番号６１：けいほく公園 

公園番号６２：いくみ公園 
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公園番号６８：もみじ公園 

公園番号７０：けいおう公園 
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公園番号７１：はまなす公園 

（７）生活環境改善要望における地域要望（２０点） 
平成２３年度から令和２年度までの１０年間に各町内会等から提出された、生活環境改善要望におけ

る公園の改善に対する要望数より評価ランク、評価点を算出します。 
 なお、公園樹の選定など維持管理に関する要望については集計の対象外とします。 

評価指標 
要 望 件 数 0件 1 件 2 件 3 件 4 件以上 
評 価 ラ ン ク Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
評 価 点 ４ ８ １２ １６ ２０ 

生活環境改善要望における地域要望 集計表 
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２－６ 街区公園の再整備スケジュール 
２－５ 各公園の評価ランクおよび評価点より、街区公園の再整備スケジュールを下記に示します。 

再整備スケジュール 



34

第３章 計画の推進にあたって

３－１ 地域ニーズの把握 
 公園は面積や地域特性等の状況が様々であり、地域ニーズも多様です。 
本計画の推進にあたっては、実施設計の段階で地域住民との合意形成を目的とした住民説明会やワー

クショップの開催を基本としてます。 
 この住民説明会やワークショップでは既存の公園施設に囚われることなく、地域ニーズに訴求する公
園のあり方を議論することで、公園利用者の満足度向上や効果的な投資（再整備）の実現などにつなげ
ていきます。 

３－２ 公園利用の実態把握 
公園の再整備にあたっては、３－１で示す地域ニーズの把握とともに、公園利用の実態把握が不可欠

となります。 
 本計画の推進にあたっては、実施設計の段階で公園利用者数や公園トイレ利用者数の把握を目的とし
た公園利用者数調査の実施を基本とし、トイレを含む各公園施設の必要性を数字で表しながら地域住民
との議論を深めていきます。 

３－３ 既存ストックの利活用 
 限られた予算で多くの公園の再整備を実現するためには、再利用可能な既存公園施設の利活用も併せ
て検討する必要があります。 
 例えば、コンクリート造のトイレなどは躯体の再利用が可能な場合も考えられますので、既存ストッ
ク（既存のコンクリート躯体）を利活用し、手洗い・便器などの衛生器具や照明などの電気設備、外壁、
屋根などを更新することでリフレッシュすることも積極的に考えていきます。 

３－４ 防災上の役割 
 本計画に基づき再整備を目指す公園は、恵庭市地域防災計画における一時避難所に指定されています。 
一時避難所は、火災が延焼拡大し危険が迫っている場合、又はこれに準ずる事態が発生した場合等に 

避難者が一時的に避難する場所であり、原則として給食等は行わないものとされています。 
 再整備にあたっては、防災上の役割も考慮した上で、一時避難所としても活用可能な公園とする必要
があります。 
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参考資料（街区公園誘致距離内（半径 250m 圏内）の将来人口の推計値）         
７ もいざり公園 

９ めぐみ公園 
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１４ ときわ公園 

１６ くるみ公園 
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２０ かわぞえ公園 

２４ みかほ公園 
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２９ 花の丘公園 

３０ タイヤの丘公園 
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３７ チビッコ公園 

３９ わんぱく公園 
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４１ どんぐり公園 

５２ やなぎ公園 
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５３ おおぞら公園 

５４ ユカンボシ公園 
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６０ なかまち公園 

６１ けいほく公園 
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６２ いくみ公園 

６８ もみじ公園 
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７０ けいおう公園 

７１ はまなす公園 
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